
年 月 第 号

内子町から３つの大切なお知らせ

① 内子町の委託事業者が変わります

令和８年度より、内子町のふるさと納税に
おける返礼品の配送管理・問い合わせ対応
を行っている委託事業者が下記のとおり変
更となります。

旧 株式会社JTBふるさと開発事業部

新 株式会社スチームシップ（予定）

なお、令和７年度中にご注文いただいた返
礼品につきましては、引き続き株式会社
JTBふるさと開発事業部が対応いたします
(先行予約・定期便も含む)。
令和８年４月１日以降のご寄附およびポイ
ント使用に伴う返礼品の対応は、株式会社
スチームシップにて行います。

② 令和７年度の寄附受付期間について ③ 自治体独自ポイントの廃止について

①に記載のとおり、中間事業者の変更に伴
い下記の期間中は内子町への寄附を一時停
止いたします。

令和８年

3月13日(金) 0：00～ 3月31日(火) 23：59

期間中はポータルサイト、郵送、電話、来
庁いずれの方法についても寄附をお受けす
ることができません。日頃より内子町を応
援いただいている皆さまにはご不便をおか
けいたしますが、何卒ご理解のほどよろし
くお願い申し上げます。

ふるさとチョイスまたは直接寄附にて応援
いただいた寄附者の皆さまへのご案内です。

この度、令和７年度をもって寄附に伴うポ
イントの付与を終了することとなりました。
これまでポイントを貯めてご利用いただい
ていた皆さまにはご不便をおかけしますが、
何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げ
ます。

なお、令和７年度の寄附受付およびポイン
ト付与は、令和８年３月12日(木) 23：59ま
でに決済が完了したものが対象となります
のでご了承ください。

また、発行されたポイントの使用期限は最
終発行から２年間です。残ポイントや使用
期限のご確認は、ふるさとチョイスマイ
ページ、または内子町までお問い合わせく
ださい。

気になるページは から！
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